
生駒市教育委員会規則第９号 

 生駒市教育委員会事務局組織規則及び生駒市教育委員会事務局事務決裁規則の

一部を改正する等の規則をここに公布する。 

  平成２１年６月２９日 

   生駒市教育委員会委員長 中井 公人  

 

   生駒市教育委員会事務局組織規則及び生駒市教育委員会事務局事務決裁規

則の一部を改正する等の規則 

（生駒市教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

第１条 生駒市教育委員会事務局組織規則（平成２年４月生駒市教育委員会規則

第５号）の一部を次のように改正する。 

  第７条青少年係の項中第３号及び第４号を削り、第５号を第３号とする。 

  第１１条スポーツ振興係の項中第９号を第１０号とし、第８号の次に次の１

号を加える。 

   (9) 財団法人生駒市ふれあい振興財団との連絡調整に関すること。 

（生駒市教育委員会事務局事務決裁規則の一部改正） 

第２条 生駒市教育委員会事務局事務決裁規則（昭和５６年７月生駒市教育委員

会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条（見出しを含む｡)中「生涯学習課長､｣を削り、同条第１号中「（生

駒市コミュニティセンターを除く。以下この条において同じ｡)」を削る。 

（生駒山麓公園野外活動センター条例施行規則の廃止） 

第３条 生駒山麓公園野外活動センター条例施行規則（平成５年４月生駒市教育

委員会規則第５号）は、廃止する。 

附 則 

 この規則は、平成２１年７月１日から施行する。 


